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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期
第３四半期
連結累計期間

第14期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成20年10月１日
至 平成21年６月30日

自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

売上高（千円） 2,002,986 805,773

経常利益（千円） 120,713 148,514

四半期純利益（千円） 67,326 139,100

純資産額（千円） － 2,759,521

総資産額（千円） － 3,129,525

１株当たり純資産額（円） － 4,571.14

１株当たり四半期純利益金額（円） 113.40 234.19

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） － 88.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△11,251 －

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△405,482 －

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
124,535 －

現金及び現金同等物の四半期末残高

（千円）
－ 869,780

従業員数（人） － 120

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第14期第１四半期より（四半期）連結財務諸表を作成しているため、それ以前の主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 120 (18)

　（注）従業員数には、当社グループが免疫細胞療法総合支援サービスを提供している契約医療機関への出向者73名が含

まれております。臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 120 (18)

　（注）従業員数には、当社が免疫細胞療法総合支援サービスを提供している契約医療機関への出向者73名が含まれてお

ります。臨時雇用者数は（　）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社１社）において、開示対象となる事業の種類別セグメントはありませんので

サービス区分別に記載しております。

(1) 生産実績

該当事項はありません。

　

(2) 受注状況

該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

サービス区分別
当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

免疫細胞療法総合支援サービス（千円） 764,264

その他（千円） 41,508

合計（千円） 805,773

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

医療法人社団　滉志会 804,355 99.8
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２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

４【財政状態及び経営成績の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）、当社グループは、細胞医療支援事業の主

力サービスである免疫細胞療法総合支援サービスを本格的な成長軌道に乗せるべく、市場の顕在化及び拡大に努め

ております。医療チャネルの拡充に向けては、患者の治療選択プロセスにおいて実質的な決定力を有する医師・医

療機関に対し、臨床開発の成果に基づく訴求力の高い学術営業活動を展開することにより医療機関のネットワーク

は着実に拡充されてきており、当社グループの技術を用いて治療を実施する医療機関は、当第３四半期末で47施設

となっています。また、各種メディアやWebサイトを活用した患者及び患者家族に向けた継続的な情報提供等によ

り、免疫細胞療法に係る患者の認知度・理解度も大きく向上しており、契約医療機関及び連係医療機関における新

規治療開始者数ならびに治療件数が増加したことに伴って細胞加工件数も大きく増加しております。さらに、当社

グループがこれまでに培った細胞医療に係る様々なノウハウを活かし、当社グループの契約医療機関に対する、治

療Evidenceの構築、新規治療法の開発支援、医療情報の収集・提供、医療機関のブランド構築支援、患者及びその家族

に向けた広報活動の企画・支援などの新たなサービスの提供のほか、医療機関等に対する、医療設備等の賃貸、情報

システムサービスの提供、経営コンサルティング等の事業活動を展開しており、細胞医療支援事業の拡充に努めて

おります。以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は805,773千円となりました。

　研究開発活動については、治療効果向上につながる新規技術の早期実用化を目指し、「免疫細胞療法に係る

Evidenceの強化」、「より治療効果の高い新たな免疫細胞療法に係る技術の開発」、「細胞加工プロセスの大幅な効

率化と細胞輸送技術の強化」を目標として、より出口に近いテーマにプライオリティを置いて推進しております。

当第３四半期会計期間においては、当社と国立病院機構大阪医療センターが実施した当社独自の樹状細胞加工プロ

セスを用いた治療法の有用性を検討した研究結果を、平成21年５月に開催された神経腫瘍学関連の国際学会（

3rd Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-Oncology）及び第30回癌免疫外科研究会ならびに、平成21年

６月に開催された第13回日本がん免疫学会総会で発表し、第30回癌免疫外科研究会では、優れた研究として“奨励

賞”を受賞いたしました。

　その他では、医師・医療機関を戦略ターゲットとした学術営業活動及び、一般向けセールスプロモーション活動

を、これまでの実績に基づき効果的、且つ効率的に実施するとともに、一方では、管理業務の効率化により、業務品質

を維持しながら管理コストの最適化を図るなど経費抑制にも努めております。以上の結果、当第３四半期連結会計

期間の営業利益は149,131千円となりました。

　営業外損益では、当第３四半期連結会計期間において、米国MASA Life Science Ventures, LPへの出資金について、最

近の決算書に基づく当社グループの持分相当額が増加したことにより7,059千円の投資事業組合運用益を計上した

一方、第２四半期連結会計期間末に比べて円高となったことにより為替差損9,160千円が発生したこと等により、当

第３四半期連結会計期間の経常利益は148,514千円となりました。

　特別損益では、保有する投資有価証券の減損処理による投資有価証券評価損7,000千円を特別損失に計上したこと

等により、当第３四半期連結会計期間の四半期純利益は139,100千円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間

末に比べて121,631千円増加し869,780千円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は40,793千円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益141,391千円、

減価償却費31,541千円、仕入債務の増加42,627千円によるもので、主な減少は売上債権の増加148,588千円、賞与引

当金の減少35,625千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用された資金は45,554千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出100,254千

円、貸付けによる支出110,000千円、貸付金の回収による収入170,000千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得られた資金は125,268千円となりました。これは主に、株式の発行による収入125,655千円によ

るものです。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、85,460千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

株式会社メディネット(E05351)

四半期報告書

 6/31



第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,751,200

計 1,751,200

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 602,600 612,600
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式
であり、権利内
容に何ら限定の
ない当社におけ
る標準となる株
式であります。
なお、単元株制
度は採用してお
りません。

計 602,600 612,600 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年12月21日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注１） 5,865  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注２） 5,865  

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注３） 62,900  

新株予約権の行使期間
自　平成19年１月１日

至　平成22年12月31日

　

　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　62,900

資本組入額　31,450

　

　

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。上記表の記載内容は当該修正を

反映済みであります。

２．新株予約権を発行する日後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的た

る株式の数（以下、「付与株式数」という。）を次の算式により調整する（１株未満の端数は切捨て）。ただ

し、かかる調整は、当該時点で行使または消却されていない新株予約権についての付与株式数についてのみ

行われるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

３．当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

　　当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使の場合及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定める新株引受権証

券の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。

４．①各新株予約権の一部行使はできないこととする。

　　②新株予約権の割当を受けた対象者が新株予約権の行使をなす場合には、当社及び当社子会社等に継続して雇

用されている若しくは委任関係を保持していることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年

退職、転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　③新株予約権の割当を受けた当社の外部協力者である対象者は、新株予約権の行使をなす場合には、当社と継

続して取引関係にあることを要するものとする。但し、当該新株予約権者が新株予約権の行使に先立ち、行

使の時期につき取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
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②　平成17年12月20日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注１） 7,295  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注２） 7,295  

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注３） 33,890  

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月１日

至　平成23年12月31日

　

　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　33,890

資本組入額　16,945

　

　

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項
第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認めないも

のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。上記表の記載内容は当該修正を

反映済みであります。

２．新株予約権を発行する日後、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的た

る株式の数（以下、「付与株式数」という。）を次の算式により調整する（１株未満の端数は切捨て）。ただ

し、かかる調整は、当該時点で行使または消却されていない新株予約権についての付与株式数についてのみ

行われるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

３．当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

　　当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使の場合及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定める新株引受権証

券の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。

４．①各新株予約権の一部行使はできないこととする。

　　②新株予約権の割当を受けた対象者が新株予約権の行使をなす場合には、当社及び当社子会社等に継続して雇

用されている若しくは委任関係を保持していることを要するものとする。但し、任期満了による退任、定年

退職、転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　③新株予約権の割当を受けた当社の外部協力者である対象者は、新株予約権の行使をなす場合には、当社と継

続して取引関係にあることを要するものとする。但し、当該新株予約権者が新株予約権の行使に先立ち、行

使の時期につき取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成19年２月６日取締役会決議（第２回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 30,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注１） 30,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注２）

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月22日

至　平成22年２月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注３）

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範

囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

２．１ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法

（1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数

を乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

（2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額（以

下「行使価額」という。）は、当初、16,500円（以下「当初行使価額」という。）とする。

２ 行使価額の修正

当社は平成19年２月22日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の

修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予

約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使

請求の効力発生日（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日の前日当日を含

む）までの３連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値の93％に相当する金額

の１円未満の端数を切下げた額に修正される。上記３連続取引日の間に次項に基づく調整の原因となる

事由が発生した場合には、当該３連続営業日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を当該事

由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出する。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使

価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価

額」は当初、8,250円とする。下限行使価額は、次項の規定を準用して調整される。
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３ 行使価額の調整

（1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2）号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行

済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    既発行普

通株式数
＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行普通株式数＋交付普通株式数

（2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

①本項第（4）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（た

だし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使

による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられていると

きは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合調整後の行使価額は、株式分割のた

めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受

ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（4）号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）ま

たは本項第（4）号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を

含

む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債そ

の他の証券または権利の全てが当初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付され

たものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株

予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、

その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していな

い場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権

もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求ま

たは行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効

力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としている

ときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以

降、これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使し

た新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

  
（調整前行使価額－調整後行使価額）×

調整前行使価額により当該期間内に交付され

た普通株式数株式数 ＝

  調整後行使価額

この場合に１株未満の端数を生じた場合はこれを切捨て、現金による調整は行わない。

（3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が

発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額か

らこの差額を差引いた額を使用する。
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（4）①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第（2）号④の場

合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合

は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第（2）号②の場合には、

行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当て

られる当社普通株式数を含まないものとする。

（5）本項第（2）号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（6）本項第（2）号の規定にかかわらず、本項第（2）号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が

いずれかの修正日と一致する場合には、本項第（2）号に基づく行使価額の調整は行わないものとす

る。ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第（2）号に従った調整を行うものとする。

（7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の

前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（2）号②に示される株式分割の場合その他適

用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

また、本項第（6）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効

力を有する。

３．１ 新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求にかかる各本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の払込金額の総額を

加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金

の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
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②　平成19年２月６日取締役会決議（第３回新株予約権）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 30,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注１） 30,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注２）

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月22日

至　平成22年２月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注３）

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範

囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

２．１ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法

（1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数

を乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

（2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額（以

下「行使価額」という。）は、当初、19,000円（以下「当初行使価額」という。）とする。

２ 行使価額の修正

当社は平成19年２月22日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の

修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予

約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使

請求の効力発生日（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日の前日当日を含

む）までの３連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」

という。）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値の93％に相当する金額

の１円未満の端数を切下げた額に修正される。上記３連続取引日の間に次項に基づく調整の原因となる

事由が発生した場合には、当該３連続営業日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値を当該事

由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出する。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使

価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価

額」は当初、9,500円とする。下限行使価額は、次項の規定を準用して調整される。
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３ 行使価額の調整

（1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2）号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行

済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

    既発行普

通株式数
＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行普通株式数＋交付普通株式数

（2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

①本項第（4）号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（た

だし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使

による場合を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられていると

きは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある

場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合調整後の行使価額は、株式分割のた

めの基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受

ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割

当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第（4）号②に定める時価を下回る価額を

もって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）ま

たは本項第（4）号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予

約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を

含

む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債そ

の他の証券または権利の全てが当初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付され

たものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株

予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、

その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行された時点で確定していな

い場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権

もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求ま

たは行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも

のとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効

力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としている

ときは、本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以

降、これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使し

た新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

  
（調整前行使価額－調整後行使価額）×

調整前行使価額により当該期間内に交付され

た普通株式数株式数 ＝

  調整後行使価額

この場合に１株未満の端数を生じた場合はこれを切捨て、現金による調整は行わない。

（3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が

発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額か

らこの差額を差引いた額を使用する。
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（4）①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第（2）号④の場

合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の

終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合

は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日

における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第（2）号②の場合には、

行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当て

られる当社普通株式数を含まないものとする。

（5）本項第（2）号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（6）本項第（2）号の規定にかかわらず、本項第（2）号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が

いずれかの修正日と一致する場合には、本項第（2）号に基づく行使価額の調整は行わないものとす

る。ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第（2）号に従った調整を行うものとする。

（7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の

前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第（2）号②に示される株式分割の場合その他適

用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

また、本項第（6）号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効

力を有する。

３．１ 新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求にかかる各本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の払込金額の総額を

加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

２ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金

の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日

（注）

9,000 602,600 63,427 2,330,760 63,427 3,743,320

　（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　　　２．平成21年７月１日から平成21年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が10,000株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ82,925千円増加しております。
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（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Londonから平成21年年７月６日付の変更報

告書の写しの送付があり、平成21年６月29日現在で5,017株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主

名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

　なお、Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Londonの変更報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London

住所 Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, England, UK

保有株券等の数 株式　5,017株

株券等保有割合　 0.83％

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 602,600 602,600

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 602,600 － －

総株主の議決権 － 602,600 －

　

②【自己株式等】

　 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月 平成21年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 11,640 10,190 12,000 9,680 9,590 8,440 9,580 9,450 20,990

最低（円） 4,750 8,000 7,600 8,000 5,900 6,300 7,440 8,250 9,300

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　当第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、連結財務諸表の作成初年度である

ため、四半期連結貸借対照表については、前連結会計年度との対比は行っておりません。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 869,780

売掛金 568,668

原材料 19,317

その他 296,191

流動資産合計 1,753,957

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 455,747

その他（純額） 114,179

有形固定資産合計 ※
 569,927

無形固定資産 54,667

投資その他の資産

投資有価証券 516,335

その他 234,637

投資その他の資産合計 750,972

固定資産合計 1,375,567

資産合計 3,129,525

負債の部

流動負債

買掛金 128,934

未払法人税等 13,016

賞与引当金 36,217

その他 185,898

流動負債合計 364,067

固定負債 5,936

負債合計 370,003

純資産の部

株主資本

資本金 2,330,760

資本剰余金 3,743,320

利益剰余金 △3,319,508

株主資本合計 2,754,571

新株予約権 4,950

純資産合計 2,759,521

負債純資産合計 3,129,525
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 2,002,986

売上原価 607,089

売上総利益 1,395,897

販売費及び一般管理費 ※
 1,228,584

営業利益 167,312

営業外収益

受取利息 3,647

その他 953

営業外収益合計 4,600

営業外費用

支払利息 129

為替差損 36,756

投資事業組合運用損 13,768

その他 544

営業外費用合計 51,200

経常利益 120,713

特別損失

固定資産除却損 1,565

減損損失 21,888

投資有価証券売却損 10,359

投資有価証券評価損 12,866

特別損失合計 46,679

税金等調整前四半期純利益 74,033

法人税、住民税及び事業税 6,706

法人税等合計 6,706

四半期純利益 67,326
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 805,773

売上原価 242,345

売上総利益 563,427

販売費及び一般管理費 ※
 414,296

営業利益 149,131

営業外収益

受取利息 1,310

投資事業組合運用益 7,059

その他 582

営業外収益合計 8,951

営業外費用

支払利息 63

為替差損 9,160

その他 345

営業外費用合計 9,568

経常利益 148,514

特別損失

固定資産除却損 123

投資有価証券評価損 7,000

特別損失合計 7,123

税金等調整前四半期純利益 141,391

法人税、住民税及び事業税 2,290

法人税等合計 2,290

四半期純利益 139,100
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 74,033

減価償却費 89,917

減損損失 21,888

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,082

受取利息及び受取配当金 △3,647

支払利息 129

投資有価証券売却損益（△は益） 10,359

投資有価証券評価損益（△は益） 12,866

投資事業組合運用損益（△は益） 13,768

為替差損益（△は益） 36,756

固定資産除却損 1,565

売上債権の増減額（△は増加） △230,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,945

仕入債務の増減額（△は減少） 39,052

未払金の増減額（△は減少） △79,791

その他 49,109

小計 △5,939

利息及び配当金の受取額 3,586

利息の支払額 △129

法人税等の支払額 △8,768

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △170,211

無形固定資産の取得による支出 △12,240

投資有価証券の取得による支出 △9,030

投資有価証券の売却による収入 18,161

貸付けによる支出 △550,000

貸付金の回収による収入 320,000

その他 △2,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 125,455

リース債務の返済による支出 △919

財務活動によるキャッシュ・フロー 124,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 △674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,873

現金及び現金同等物の期首残高 1,162,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 869,780

EDINET提出書類

株式会社メディネット(E05351)

四半期報告書

22/31



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　当第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）は、連結財務諸表の作成初年度のた

め、四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項を記載しております。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

　㈱医業経営研究所

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。

３．連結子会社の四半期決算日

等に関する事項

　すべての連結子会社の四半期決算日は、連

結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券　

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合の出資（金融商品取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書を基礎とし、

その持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

ロ　たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用し

ております。

原材料

　移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）を採用し

ております。

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用してお

ります。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　建物及び構築物　５～20年

　その他　　　　　４～８年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

　　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

ハ　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価

格を零とする定額法を採用しており

ます。

　

(3）重要な引当金の計上基準　 イ　貸倒引当金

　債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、支給

見込み額の当第３四半期連結累計期

間負担額を計上しております。
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

(4）重要なリース取引の処理方

法

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を引き続き採用して

おります。 

（追加情報）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に

係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております

　これによる損益に与える影響額は軽微で

あります。

　

(5）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

６．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

法人税等の算定方法 　連結会計年度決算と同様の方法により計

算しておりますが、納付税額の算出に係る

加減算項目及び税額控除項目は、重要性の

高い項目に限定して適用しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、788,175千円であり

ます。　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 246,072千円

賞与引当金繰入額 21,170 

研究開発費 272,832 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 82,755千円

賞与引当金繰入額 21,170 

研究開発費 85,460 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 869,780

現金及び現金同等物 869,780
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  602,600株

２．新株予約権等に関する事項

　　(1)平成19年第２回新株予約権
新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 　30,000株 
新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
　親会社　2,550千円　

　　(2)平成19年第３回新株予約権
新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 　30,000株 
新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　
　親会社　2,400千円　

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年10月１日　至　平成21年６月30日）

　当社及び連結子会社の事業は、細胞医療支援事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年10月１日　至　平成21年６月30日）

　当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年10月１日　至　平成21年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社メディネット(E05351)

四半期報告書

28/31



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 4,571.14円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 113.40円 １株当たり四半期純利益金額 234.19円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年６月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（千円） 67,326 139,100

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 67,326 139,100

期中平均株式数（株） 593,719 593,957

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　著しい変動がないため記載を省略しております。　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

株式会社メディネット

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 江島　智　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻井　均　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メディネッ

トの平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディネット及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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